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Mpac 利用規約 

 

マーケティング情報パック（以下「Ｍパック」とします）は、株式会社富士経済ネットワークス（以下

「FK-NETWORKS」とします）が提供するインターネットを利用した有料情報サービスです。本利用規約は、第

３条で定める「Ｍパック」を利用される会員（以下「会員」とします）が「Ｍパック」を利用するにあたり、

以下の通り利用規約（以下「本規約」とします）を定めます。 

 

第１条（適用） 

「会員」は、「本規約」の内容を全て同意し、また遵守することに同意したものとします。 

 

第２条（本規約の変更） 

「FK-NETWORKS」は、事前にサービスのネットワークまたはその他の方法を通じて変更を公表することで、

「会員」の承諾を得ることなく「本規約」を変更することができます。 

 

第３条（会員登録） 

「会員」とは、「本規約」を承諾の上、所定の方法により「Ｍパック」の申込み手続きをした法人または個

人で、「FK-NETWORKS」が会員と認めた者をいいます。 

１．会員資格 

会員資格を得るには、以下の各条項を全て満たすものとします。 

（１）利用料金等の支払いを円建て決済でできること 

（２）「FK-NETWORKS」が定めるインターネット閲覧ソフトが利用可能であること 

（３）電子メールアドレスを保有していること 

（４）過去に「本規約」違反等により、会員資格の取り消しが行われていないこと 

２．入会承認と契約の成立 

（１）「FK-NETWORKS」は「Ｍパック」に関する所定の方法による申込みおよび前項の規定に基づき、会員

として適当と判断した者に対して入会を承認します。 

（２）「FK-NETWORKS」は入会を承認した入会希望者に、別途定める利用料金を請求します。 

（３）「FK-NETWORKS」は利用料金の入金を確認した後、入会希望者に「Ｍパック」の利用が可能となるユ

ーザーID とパスワード、または「FK-NETWORKS」が設定するアクセス権（以下「ID 等」とします）

を通知します。 

（４）「ID 等」の郵送による通知の発送日をもって、入会希望者と「FK-NETWORKS」との間に会員契約が

成立したものとし、「FK-NETWORKS」は入会希望者を会員登録します。 

（５）「FK-NETWORKS」は入会希望者に対し「FK-NETWORKS」が承認した限りにおいて、利用料金の入金を

確認する前に「ID 等」を交付することがあります。この場合でも入会希望者は「Ｍパック」に関

わる第３条第２項第３号以外の一切の事項について、「本規約」が適用されることを了承したもの

とみなします。 

３．入会の不承認及び入会承認の取消 

（１）「FK-NETWORKS」は入会希望者が以下のいずれかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがあ

ります。 

①入会申込みをした法人または個人が実在しないとき 

②入会申込みの内容に虚偽の記載があるとき 
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③入会希望者が過去に第５条第２項で定める会員資格の中断・取り消しが行われていたとき 

④「FK-NETWORKS」が入会希望者の会員登録を適当でないと判断したとき 

（２）「FK-NETWORKS」は入会承認後であっても、次のいずれかに該当する場合は入会承認を取り消すこと

があります。 

①本条第３項第１号のいずれかに該当することが判明したとき 

②利用料金の請求日から、「FK-NETWORKS」の承認無くして２ヶ月以内に利用料金の入金が確認され

ないとき 

 

第４条（登録の変更と利用期間） 

１．会員登録の変更 

（１）「会員」は、「FK-NETWORKS」に登録している会社名、所属部署、所在地、電話番号、電子メールア

ドレス、その他届出内容に変更があったときは、遅滞なく「FK-NETWORKS」に届出るものとします。 

（２）前号の届出がなされないことが原因で「会員」に不利益が発生したときは、「FK-NETWORKS」は一切

その責任を負わないものとします。 

２．利用期間 

（１）「会員」が「Ｍパック」を利用できる期間（以下「利用期間」とします）は、会員契約成立の日か

ら第５条第１項による退会日、または第５条第２項による会員資格の取消日までとします。 

（２）「FK-NETWORKS」は、「会員」に対し「利用期間」終了の 45 日前までに、「利用期間」の更新につい

ての意思確認の通知を行います。「会員」から更新の申し出があったときは、「FK-NETWORKS」は更

新する「利用期間」の利用料金を請求するとともに、当該「利用期間」の更新を承認します。 

（３）「FK-NETWORKS」は、前号について利用料金の請求日から、「FK-NETWORKS」の承認無くして請求が届

いてから翌々月末までに利用料金の入金が確認されないときは、更新の承認を取り消し、利用を停

止します。このとき「FK-NETWORKS」は、「会員」に対して更新日から利用を停止した期間の利用料

金と入金遅延に関する損害賠償として、当該「会員」の更新にかかわる請求金額の全額を別途請求

します。 

（４）「会員」が、会員契約の「利用期間」を超えての「Ｍパック」の利用を希望するとき、前条の会員

登録の手続きを再度必要とします。 

 

第５条（退会と会員資格の取消） 

１．退会方法 

「会員」は、入会時に選択した「Ｍパック」の「利用期間」の終了日までに更新の申し出が無いとき、「利

用期間」の終了日に退会したものとします。 

２．会員資格の中断、取消 

「会員」が以下の項目のいずれかに該当する場合、「FK-NETWORKS」は事前に通知することなく「会員」の

会員資格を中断または取り消すことができます。会員資格を取り消した場合は、その決定日時をもって会

員契約を終了します。「会員」は、会員資格が中断されたときは中断が解除されるまで、または会員資格

が取り消された場合はその時点以降の「Ｍパック」を利用することはできません。 

（１）「会員」が第３条第１項に定める会員資格を喪失したとき 

（２）入会申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明したとき 

（３）第 10 条で禁止している事項に該当する行為を行ったとき 

（４）「会員」が本規約のいずれかに違反したとき 
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（５）「Ｍパック」の利用料金、その他の債務履行を怠ったとき 

（６）「FK-NETWORKS」が「会員」として不適当と判断したとき 

３．会員資格終了の場合の取り扱い 

（１）「会員」は、本条第１項および第２項により会員資格を喪失したときは、「Ｍパック」を利用するこ

とはできません。 

（２）会員契約が終了した場合も、「会員」は「Ｍパック」の利用料金、その他債務の支払いを完済しな

い限り、「本規約」に定められた義務を負うものとします。 

 

第６条（提供サービスの内容） 

１．提供する情報 

「Ｍパック」で提供する情報は、株式会社富士経済、株式会社富士キメラ総研、「FK-NETWORKS」が独自に

調査並びに第三者から使用許可を得て分析した情報、および「FK-NETWORKS」が提携した団体または企業

から「Ｍパック」で提供を許可された情報（以下「情報等」とします）とします。 

２．「情報等」の努力義務と内容の不保証 

「FK-NETWORKS」は「情報等」について、納入したデータに整合性があること、データ形式として正確性

があることへの維持向上に努めるものとします。ただし、「情報等」の内容については、いかなる保証も

行いません。 

３．「情報等」の提供の変更 

「情報等」は、事前にサービスのネットワークまたはその他の方法を通じて変更を公表することで、「会

員」の承諾なしに、提供を停止または変更することができます。 

４．「情報等」の利用範囲 

（１）「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した「情報等」を私的利用および社内業務の範囲を超えて、

複製、販売、出版、その他私的利用の範囲を超えて使用することはできません。ただし、

「FK-NETWORKS」並びにコンテンツの著作権者が承認した場合はこの限りではありません。 

（２）「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した情報を業務で参考、利用、翻訳する場合は、都度、合法

的な方法で参考、利用、翻訳の対象とした情報の名称と出所先を明示しなければなりません。 

（３）「会員」は本条第４項第１号及び第２号について、「会員」が取得した「情報等」を利用した者（以

下「情報利用者」という）にも周知させる義務を負います。 

 

第７条（料金） 

１．利用料金 

（１）「会員」は、「Ｍパック」の利用に伴い、「Mpac」の Web サイトに掲示する「料金表」に示す利用料

金を支払うものとします。 

（２）「FK-NETWORKS」は、支払いを受けた利用料金をいかなる理由があっても返却しないものとします。 

２．支払い 

（１）「FK-NETWORKS」は、本条第１項に基づき算出された金額（消費税含む）等を、「会員」の決済手段

に従って「会員」に請求します。 

（２）「会員」は、前号の請求が届いてから翌々月末までに支払うものとします。ただし、事前に

「FK-NETWORKS」へ申し入れがあり、「FK-NETWORKS」がそれを承認したときは、この限りではあり

ません。 
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第８条（ID 等の管理責任） 

１．管理 

（１）「会員」は、「FK-NETWORKS」から付与された「ID 等」の使用､管理について、全ての責任を持ちま

す。「ID 等」を第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。 

（２）「FK-NETWORKS」は、「会員」の「ID 等」が他の第三者に使用されたことにより当該「会員」が被る

損害については、当該「会員」の故意あるいは過失の有無に拘わらず、いかなる責任も負わないも

のとします。 

（３）当該「ID 等」によりなされた「Ｍパック」の利用は、当該「会員」によりなされたものとみなし、

これに起因して損害が生じたときは、当該「会員」が損害について責任を負うものとします。 

（４）「会員」は、「ID 等」を失念したときは直ちに「FK-NETWORKS」に申し出るとともに「FK-NETWORKS」

の指示に従うものとします。 

２．一時的使用停止と調査への協力 

（１）「FK-NETWORKS」は、会員の利用が「Ｍパック」システムの保全性に重大な影響を及ぼすと判断した

とき、または「ID 等」が当該「会員」によらず第三者によって不正に使用されていることが判明

したときは、事前に当該「会員」の了承を得ることなく、当該「会員」の「ID 等」を一時的に使

用停止にすることがあります。 

（２）「FK-NETWORKS」は、前号の措置を取った場合、当該「会員」にできるだけ速やかに理由を説明する

ものとし、当該「会員」はシステムの保全性に重大な影響を及ぼした原因の調査、または第三者に

よる不正使用の原因の調査について、「FK-NETWORKS」にできる限り協力するものとします。 

 

第９条（知的財産権） 

１．「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した「情報等」並びに「Ｍパック」で使用しているプログラム、

意匠、その他著作物（以下「知的財産」という）について、権利者の承諾を得ない限り、いかなる方法

においても、著作権法で定める制限を超えて利用することはできません。 

２．「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した「情報等」並びに「知的財産」について、有償無償にかかわ

らず権利者の承諾を得ない限り、いかなる方法においても、改造・再配布等を行うことはできません。 

３．「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した「情報等」並びに「知的財産」の使用権を、第三者に販売、

貸与、譲渡、再使用権の設定または担保に供することはできません。 

４．「会員」は、「Ｍパック」を通じて入手した「情報等」並びに「知的財産」について、一切の商標、商号

に関し、「本規約」で許諾されている権利以外、知的財産権の許諾または譲渡が一切なされておらず、

何らの権利主張ができないことを承諾します。 

 

第 10 条（禁止事項） 

「会員」は、「Ｍパック」の利用にあたって以下の行為を行わないものとします。また、「情報利用者」にも

行わせないものとします。 

１．他の「会員」、第三者、「FK-NETWORKS」もしくは第６条第１項で定める情報提供元の著作権またはその

他の権利を侵害する行為、および侵害の恐れがある行為 

２．他の「会員」、第三者、「FK-NETWORKS」もしくは第６条第１項で定める情報提供元の財産またはプライ

バシーを侵害する行為、および侵害の恐れがある行為 

３．他の「会員」、第三者、「FK-NETWORKS」もしくは第６条第１項で定める情報提供元に不利益または損害

を与える行為、もしくは与える恐れがある一切の行為 
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４．「ID 等」を不正に使用する行為 

５．コンピュータウイルス等の有害なプログラムを「Ｍパック」を通じて、または「Ｍパック」に関連して

使用し、もしくは提供する行為 

６．「FK-NETWORKS」もしくは第６条第１項で定める情報提供元の信頼、信用を毀損する行為 

７．「Ｍパック」内の情報を改ざんするなど、「Ｍパック」の運営を妨害する一切の行為 

８．「会員」として有する権利および「会員」たる地位について、第三者に譲渡または担保の目的物として

供する行為 

９．暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し、または市民社会の秩序や安全に脅威を与える

集団または個人、もしくは暴力団等の反社会的勢力と繋がりを持つ行為 

10．「本規約」もしくは法令に違反、または違反する恐れのある行為 

11．その他、「会員」として不適切な行為 

 

第 11 条（サービスの中断、遅延） 

１．「FK-NETWORKS」は、「Ｍパック」のシステム（サーバ、ネットワーク機器、回線等）の保守作業、変更、

故障、停止、停電等によりサービスが一時的に中断または遅延させることがあります。「FK-NETWORKS」

が予定する事項については、「会員」に対し事前に「Ｍパック」のネットワーク等でお知らせするもの

とします。 

２．「FK-NETWORKS」は、天災、火災、戦争、暴動、争乱、その他やむを得ない理由でサービスを中断するこ

とがあります。 

３．「FK-NETWORKS」は、「Ｍパック」で利用するソフトウェアの不具合が生じた場合に直ちに修正されるこ

とに最善を尽くします。ただし、これらについて「会員」に対し、全てを何ら保証するものではありま

せん。 

 

第 12 条（サービスの中止） 

１．「FK-NETWORKS」は、「会員」に対し事前に通知した上でサービスの提供を中止することができます。た

だし、「会員」への通知はサービス提供中止の 90 日前までに行うものとします。 

２．全ての「会員」は、前項の通知が「Ｍパック」のネットワーク上に 90 日間表示された時点で、了承し

たとみなされることに同意します。 

 

第 13 条（会員の意思表示） 

１．「Ｍパック」の利用に際し、「会員」が操作する端末において、「会員」の意思を確認する画面表示に対

応する操作を行ったときは、「会員」がその画面表示の通りの意思表示を行ったものとみなします。 

２．「会員」は、自己の操作する端末において画面表示に対応する操作を行った場合、錯誤の主張をするこ

とはできません。 

 

第 14 条（損害賠償） 

「会員」の行為によって「FK-NETWORKS」が何らかの損害を被った場合には、「FK-NETWORKS」は被った全て

の損害の賠償を当該「会員」に請求できるものとし、当該「会員」は賠償の責を免れないものとします。 

 

第 15 条（免責） 

「FK-NETWORKS」は以下の場合、「会員」もしくは「情報利用者」からのいかなる損害賠償の請求を免れるも
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のとします。 

１．「会員」もしくは「情報利用者」が「Ｍパック」の利用により損害を受けた場合 

２．「会員」もしくは「情報利用者」が「Ｍパック」で提供される一切の情報に関して、これを使用したこ

とに伴い何らかの損害を受けた場合 

３．「会員」もしくは「情報利用者」が第５条第２項により会員資格を中断または取り消されたことに伴い

何らかの損害を受けた場合 

４．「会員」もしくは「情報利用者」が第８条第２項により「FK-NETWORKS」が「ID 等」の一時的使用停止

の措置を取ったことに伴い何らかの損害を受けた場合 

５．「会員」もしくは「情報利用者」が第 11 条によりサービスの中断または遅延が発生したことに伴い何ら

かの損害を受けた場合 

６．「会員」もしくは「情報利用者」が第 12 条によりサービスが中止されたことに伴い何らかの損害を受け

た場合 

 

第 16 条（個別契約の優先） 

「会員」が「Ｍパック」の利用について「FK-NETWORKS」と個別の契約を締結する場合は、個別の契約の内

容が「本規約」の内容に対して優先して適用されるものとします。 

 

第 17 条（準拠法） 

「本規約」の実施に当たって適用する法律は、日本の国内法とします。 

 

第 18 条（合意管轄） 

「会員」と「FK-NETWORKS」の間で訴訟の必要が生じた場合は、「FK-NETWORKS」の本社所在地を管轄する裁

判所を第一審の専属合意管轄とします。 

 

 

以上 


